
1

公

明

党

規

約

第

一

章

総

則

第

一

条

わ
が
党
は
、
公
明
党
と
称
し
、
本
部
を
東
京
都
に
置
く
。

第

二

条

わ
が
党
は
、
そ
の
綱
領
、
政
策
、
宣
言
及
び
決
議
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第

三

条

わ
が
党
は
、
綱
領
に
賛
成
し
、
規
約
を
守
る
個
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第

二

章

党

籍

第
一
節

党

員

第

四

条

わ
が
党
の
綱
領
及
び
規
約
を
守
り
、
そ
の
政
策
及
び
諸
決
議
を
実
現
す
る
た
め
党
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
十
八
歳
以
上
の

者
は
、
国
籍
を
問
わ
ず
党
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

五

条

党
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
党
員
二
名
以
上
の
紹
介
に
よ
り
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
入
党
申
込
書
を
支
部
長
を
通
じ
て

都
道
府
県
代
表
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

入
党
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第

六

条

党
員
の
権
利
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

政
策
に
関
す
る
自
由
な
討
論
に
参
加
す
る
こ
と
。

二

全
国
大
会
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
対
し
て
、
提
案
及
び
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

三

党
内
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
。

第

七

条

党
員
の
義
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

党
の
綱
領
及
び
規
約
を
守
る
こ
と
。

二

党
の
政
策
及
び
方
針
に
従
う
こ
と
。

三

積
極
的
に
党
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
。

四

党
費
を
納
め
、
機
関
紙
を
購
読
す
る
こ
と
。

第

八

条

離
党
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
党
員
証
を
添
え
て
、
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
離
党
届
を
支
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
部
長
は
、
離
党
に
関
し
、
都
道
府
県
代
表
に
文
書
を
も
っ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

議
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
の
離
党
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第

九

条

離
党
し
た
者
が
再
び
入
党
を
希
望
す
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
央
規
律
委
員
会
ま
た
は
都
道
府
県
規
律
委

員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

十

条

党
員
は
、
他
の
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

党
員
が
政
党
以
外
の
政
治
団
体
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
属
の
都
道
府
県
代
表
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

党

友

第
十
一
条

わ
が
党
の
綱
領
及
び
政
策
に
賛
同
し
、
そ
の
実
現
に
協
力
す
る
者
は
、
党
友
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

党
友
と
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
党
員
一
名
以
上
の
紹
介
に
よ
り
、
支
部
長
に
申
し
込
み
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

党
友
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第

三

章

議

決

機

関

第
一
節

全

国

大

会

第
十
三
条

全
国
大
会
は
、
わ
が
党
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
。

第
十
四
条

全
国
大
会
は
、
代
議
員
及
び
党
本
部
役
員
（
以
下
「
代
議
員
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２

代
議
員
は
、
国
会
議
員
、
都
道
府
県
本
部
で
選
出
す
る
者
及
び
中
央
幹
事
会
が
指
名
す
る
者
（
党
本
部
役
員
を
除
く
）
と
す
る
。

３

中
央
幹
事
会
は
、
都
道
府
県
本
部
で
選
出
す
る
代
議
員
総
数
を
決
め
、
党
員
数
を
勘
案
し
て
各
都
道
府
県
本
部
に
割
り
当
て
る
。

４

党
本
部
役
員
は
、
代
表
、
代
表
代
行
、
副
代
表
、
幹
事
長
、
政
務
調
査
会
長
、
全
国
代
表
者
会
議
議
長
そ
の
他
の
中
央
幹
事
、

中
央
規
律
委
員
長
、
中
央
規
律
副
委
員
長
、
中
央
規
律
委
員
及
び
中
央
会
計
監
査
委
員
と
す
る
。
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第
十
五
条

臨
時
の
全
国
大
会
が
開
か
れ
る
と
き
は
、
そ
の
直
前
の
全
国
大
会
に
お
け
る
代
議
員
が
そ
の
代
議
員
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
欠
員
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
都
道
府
県
本
部
に
お
い
て
補
選
す
る
。

第
十
六
条

全
国
大
会
は
、
通
例
と
し
て
二
年
に
一
回
、
中
央
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
代
表
が
招
集
す
る
。

２

中
央
幹
事
会
は
、
臨
時
の
全
国
大
会
の
招
集
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

全
都
道
府
県
本
部
の
二
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
は
全
国
大
会
の
招
集
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
十
七
条

全
国
大
会
の
議
長
及
び
副
議
長
は
、
全
国
大
会
に
お
い
て
こ
れ
を
選
出
す
る
。

第
十
八
条

全
国
大
会
は
、
代
議
員
等
の
過
半
数
の
出
席
を
得
て
成
立
す
る
。

２

議
事
は
、
出
席
代
議
員
等
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
。

３

全
国
大
会
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
九
条

全
国
大
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
。

一

運
動
方
針

二

重
要
政
策

三

綱
領
及
び
規
約
の
改
正

四

党
本
部
予
算

五

党
の
重
要
案
件

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
約
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
議
案

２

全
国
大
会
は
、
次
の
各
号
を
承
認
す
る
。

一

前
全
国
大
会
ま
た
は
前
全
国
代
表
者
会
議
以
降
の
党
務
報
告

二

党
本
部
決
算
報
告

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
約
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
承
認
案
件

第
二
十
条

全
国
大
会
は
、
代
表
一
名
を
選
出
す
る
。

２

前
項
の
選
出
方
法
は
、
投
票
に
よ
る
選
挙
と
す
る
。

３

立
候
補
す
る
者
の
数
が
一
の
場
合
に
お
い
て
は
、
投
票
に
よ
ら
ず
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
全
国

大
会
で
出
席
代
議
員
等
の
過
半
数
の
信
任
を
要
す
る
。

４

代
表
が
任
期
途
中
で
欠
け
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
が
後
任
の
候
補
を
推
薦
し
、
全
国
大
会
に
お
い
て
信
任
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
信
任
の
例
に
よ
る
。

５

代
表
選
挙
の
実
施
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
一
条

代
表
は
、
幹
事
長
、
政
務
調
査
会
長
、
全
国
代
表
者
会
議
議
長
を
含
む
中
央
幹
事
若
干
名
、
中
央
規
律
委
員
長
一
名
及
び
中
央

規
律
副
委
員
長
若
干
名
を
含
む
中
央
規
律
委
員
若
干
名
並
び
に
中
央
会
計
監
査
委
員
若
干
名
を
指
名
し
、
全
国
大
会
で
出
席
代
議

員
等
の
過
半
数
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
代
表
は
、
代
表
代
行
一
名
及
び
副
代
表
若
干
名
を
指
名
し
、
全
国
大
会
で
出
席
代
議
員
等
の
過
半
数

の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

３

代
表
は
、
党
本
部
役
員
が
任
期
途
中
で
欠
け
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
そ
の
後
任
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
直
近
の
全
国
大
会
ま
た
は
全
国
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
承
認
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
任
命
の
効
力
は
将
来
に
向
か
っ
て
失
効
す
る
。

第
二
節

全
国
代
表
者
会
議

第
二
十
二
条

全
国
代
表
者
会
議
は
、
全
国
大
会
か
ら
次
の
全
国
大
会
ま
で
の
議
決
機
関
で
あ
り
、
全
国
大
会
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
付
議
事
項

に
つ
い
て
議
決
し
、
ま
た
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条

全
国
代
表
者
会
議
は
、
国
会
議
員
及
び
各
都
道
府
県
の
代
表
者
並
び
に
党
本
部
役
員
（
以
下
「
全
国
代
表
者
」
と
い
う
。
）
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

２

前
項
の
各
都
道
府
県
の
代
表
者
と
は
、
各
都
道
府
県
代
表
、
各
都
道
府
県
幹
事
長
及
び
中
央
幹
事
会
が
各
都
道
府
県
か
ら
人
選

し
た
者
と
す
る
。

第
二
十
四
条

中
央
幹
事
会
は
、
全
国
代
表
者
会
議
開
催
前
に
、
各
都
道
府
県
の
代
表
者
の
う
ち
中
央
幹
事
会
が
人
選
し
た
も
の
の
氏
名
を
、

各
都
道
府
県
本
部
に
通
知
す
る
。

２

各
都
道
府
県
の
代
表
者
の
う
ち
中
央
幹
事
会
が
人
選
し
た
も
の
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
は
後
任
を
人
選
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
中
央
幹
事
会
は
、
後
任
の
氏
名
を
そ
の
者
が
所
属
す
る
都
道
府
県
本
部
に
通
知
す
る
。

第
二
十
五
条

全
国
代
表
者
会
議
は
、
中
央
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
通
例
と
し
て
党
全
国
大
会
を
行
わ
な
い
年
に
年
一
回
、
代
表
が
招
集
す
る
。

２

中
央
幹
事
会
は
、
臨
時
の
全
国
代
表
者
会
議
の
招
集
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

全
都
道
府
県
本
部
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
は
全
国
代
表
者
会
議
を
一
月
以
内
に
招
集
す
る

こ
と
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

全
国
代
表
者
会
議
は
、
全
国
代
表
者
の
過
半
数
の
出
席
を
得
て
成
立
す
る
。

２

議
事
は
、
出
席
全
国
代
表
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
。

３

全
国
代
表
者
会
議
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
七
条

全
国
代
表
者
会
議
は
、
全
国
大
会
に
代
わ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
面
す
る
活
動
方
針
及
び
重
要
政
策

二

規
約
の
改
正

三

党
本
部
予
算

四

党
の
重
要
案
件

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
約
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
議
案

２

全
国
代
表
者
会
議
は
、
全
国
大
会
に
代
わ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
全
国
大
会
ま
た
は
前
全
国
代
表
者
会
議
以
降
の
党
務
報
告

二

党
本
部
決
算
報
告

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
約
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
承
認
案
件

３

代
表
が
任
期
途
中
で
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
全
国
大
会
が
開
催
で
き
な
い
と
き
は
、
全
国
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、
後
任
の
代

表
の
信
任
及
び
党
本
部
役
員
の
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
四
項
の
信
任
及
び
第
二

十
一
条
の
承
認
の
例
に
よ
る
。

第
三
節

両

院

議

員

総

会

第
二
十
八
条

両
院
議
員
総
会
は
、
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
議
決
す
る
。

第
二
十
九
条

両
院
議
員
総
会
は
、
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
三
十
条

両
院
議
員
総
会
に
、
会
長
一
名
及
び
副
会
長
若
干
名
を
置
く
。

２

会
長
及
び
副
会
長
は
、
両
院
議
員
総
会
に
お
い
て
互
選
す
る
。

第
三
十
一
条

両
院
議
員
総
会
は
、
代
表
ま
た
は
幹
事
長
の
要
請
に
よ
り
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

会
長
は
、
国
会
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
両
院
議
員
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条

両
院
議
員
総
会
は
、
構
成
員
の
過
半
数
の
出
席
を
得
て
成
立
す
る
。

２

議
事
は
、
出
席
議
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
会
長
が
決
す
る
。

３

議
決
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
中
央
幹
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

四

章

執

行

機

関

第
一
節

代
表
、
副
代
表
及
び
幹
事
長
等

第
三
十
三
条

代
表
は
、
党
を
代
表
し
、
党
務
全
般
を
総
括
す
る
。

２

代
表
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
代
表
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
予
め
指
定
す
る
役
員
が
臨
時
に
代
表
の
職
務
を
行
う
。

第
三
十
四
条

代
表
代
行
、
副
代
表
は
、
代
表
を
補
佐
す
る
。

第
三
十
五
条

幹
事
長
は
、
代
表
を
補
佐
し
、
党
務
を
統
括
す
る
。

２

幹
事
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
幹
事
長
代
行
、
幹
事
長
代
理
及
び
副
幹
事
長
を
指
名
す
る
。

３

幹
事
長
は
、
国
会
対
策
委
員
長
及
び
選
挙
対
策
委
員
長
並
び
に
各
副
委
員
長
を
指
名
し
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

役
員
の
代
理
を
指
名
す
る
。

４

幹
事
長
は
、
各
委
員
会
委
員
長
、
局
長
、
本
部
長
及
び
室
長
を
指
名
し
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
役
員
の
代
理
、

副
委
員
長
、
次
長
及
び
副
本
部
長
を
指
名
す
る
。

５

幹
事
長
は
、
前
三
項
の
役
員
が
欠
け
た
と
き
は
、
後
任
を
直
ち
に
指
名
す
る
。

６

幹
事
長
は
、
前
四
項
の
指
名
を
行
う
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条

中
央
幹
事
は
、
党
活
動
遂
行
の
た
め
、
党
務
を
分
担
す
る
。
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第
二
節

中

央

幹

事

会

第
三
十
七
条

中
央
幹
事
会
は
、
党
の
最
高
執
行
機
関
で
あ
っ
て
、
全
国
大
会
及
び
全
国
代
表
者
会
議
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

第
三
十
八
条

中
央
幹
事
会
は
、
代
表
、
代
表
代
行
、
副
代
表
、
幹
事
長
、
政
務
調
査
会
長
、
全
国
代
表
者
会
議
議
長
そ
の
他
の
中
央
幹
事
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

第
三
十
九
条

中
央
幹
事
会
は
、
代
表
が
招
集
す
る
。

２

中
央
幹
事
会
は
、
中
央
規
律
委
員
長
、
中
央
会
計
監
査
委
員
及
び
各
部
門
の
長
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
報

告
ま
た
は
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

中
央
幹
事
会
は
、
次
の
任
務
を
行
う
。

一

全
国
大
会
及
び
全
国
代
表
者
会
議
の
議
決
事
項
を
執
行
す
る
こ
と
。

二

党
の
政
策
及
び
方
針
を
決
定
し
、
及
び
実
践
す
る
こ
と
。

三

各
種
選
挙
の
候
補
者
の
公
認
及
び
推
薦
を
決
定
す
る
こ
と
。

四

党
本
部
役
員
を
除
く
人
事
を
承
認
す
る
こ
と
。

五

党
本
部
の
財
産
及
び
資
金
を
管
理
す
る
こ
と
。

六

都
道
府
県
本
部
の
役
員
人
事
を
承
認
す
る
こ
と
。

七

党
職
員
の
人
事
を
管
掌
す
る
こ
と
。

第
四
十
一
条

中
央
幹
事
会
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
全
国
大
会
ま
た
は
全
国
代
表
者
会
議
の
議
決
を
経
な
い
で
、
重
要
事
項
に
つ

い
て
決
定
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

中
央
幹
事
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
、
執
行
し
た
と
き
は
、
全
国
大
会
ま
た
は
全
国
代
表
者
会
議
に
お
い
て
そ
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
央
幹
事
会
は
、
全
国
大
会
ま
た
は
全
国
代
表
者
会
議
を
す
み
や

か
に
招
集
す
る
こ
と
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

中
央
幹
事
会
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
三
節

常

任

役

員

会

第
四
十
二
条

中
央
幹
事
会
に
、
常
任
役
員
会
を
置
く
。

２

常
任
役
員
会
は
、
中
央
幹
事
会
に
代
わ
っ
て
任
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

常
任
役
員
会
は
、
前
項
の
任
務
を
執
行
し
た
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条

常
任
役
員
会
は
、
代
表
、
代
表
代
行
、
副
代
表
、
幹
事
長
、
政
務
調
査
会
長
、
全
国
代
表
者
会
議
議
長
及
び
代
表
が
指
名
す
る

そ
の
他
の
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
四
十
四
条

常
任
役
員
会
は
、
代
表
が
招
集
す
る
。

２

常
任
役
員
会
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
四
節

政

務

調

査

会

第
四
十
五
条

政
策
・
立
法
の
調
査
、
研
究
及
び
立
案
の
た
め
、
中
央
幹
事
会
の
下
に
政
務
調
査
会
を
置
く
。

２

政
務
調
査
会
は
、
党
所
属
の
衆
参
両
院
の
国
会
議
員
で
構
成
し

、
政
策
及
び
国
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
対
す
る
賛
否
そ
の

他
立
法
の
方
針
に
つ
い
て
審
議
し
、
決
定
す
る
。

第
四
十
六
条

政
務
調
査
会
に
、
政
務
調
査
会
長
一
名
及
び
副
会
長
若
干
名
を
置
く
。

２

政
務
調
査
会
に
、
必
要
に
応
じ
会
長
代
理
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条

政
務
調
査
会
に
、
部
会
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
各
種
委
員
会
等
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
部
会
長
一
名
、
部
会
長
代
理
及
び
副
部
会
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

各
種
委
員
会
等
に
は
、
委
員
長
等
一
名
を
置
き
、
副
委
員
長
等
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
八
条

政
務
調
査
会
の
会
長
代
理
、
副
会
長
、
部
会
長
及
び
各
種
委
員
長
等
並
び
に
副
部
会
長
及
び
各
種
副
委
員
長
等
は
、
政
務
調
査

会
長
が
指
名
し
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条

政
務
調
査
会
は
、
政
策
及
び
立
法
に
関
す
る
重
要
事
項
を
決
定
す
る
場
合
は
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
事
後
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２

政
務
調
査
会
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。
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第
五
節

国
会
対
策
委
員
会

第
五
十
条

国
会
活
動
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
、
中
央
幹
事
会
の
下
に
国
会
対
策
委
員
会
を
置
く
。

２

国
会
対
策
委
員
会
は
、
党
所
属
の
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
若
干
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
五
十
一
条

国
会
対
策
委
員
会
に
、
委
員
長
一
名
及
び
副
委
員
長
若
干
名
を
置
く
。

２

国
会
対
策
委
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
委
員
長
代
理
一
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
会
対
策
委
員
は
、
国
会
対
策
委
員
長
が
任
命
す
る
。

第
五
十
二
条

国
会
対
策
委
員
会
は
、
国
会
対
策
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

国
会
対
策
委
員
会
は
、
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
決
定
す
る
場
合
は
、
両
院
議
員
総
会
に
諮
る
と
と
も
に
、
中
央
幹
事

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
へ
の
報
告
は
事
後
に
行
う
も
の
と

す
る
。第

六
節

選
挙
対
策
委
員
会

第
五
十
三
条

各
種
選
挙
の
円
滑
な
推
進
及
び
公
認
、
推
薦
等
に
関
す
る
事
項
を
協
議
し
、
決
定
す
る
た
め
、
中
央
幹
事
会
の
下
に
選
挙
対
策

委
員
会
を
置
く
。

第
五
十
四
条

選
挙
対
策
委
員
会
に
、
委
員
長
一
名
及
び
副
委
員
長
若
干
名
を
置
く
。

２

選
挙
対
策
委
員
会
に
、
必
要
に
応
じ
委
員
長
代
理
一
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

選
挙
対
策
委
員
は
、
選
挙
対
策
委
員
長
が
任
命
す
る
。

第
五
十
五
条

選
挙
対
策
委
員
会
は
、
選
挙
対
策
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

選
挙
対
策
委
員
会
は
、
選
挙
に
関
す
る
重
要
事
項
を
決
定
す
る
と
き
は
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条

選
挙
対
策
委
員
会
の
行
う
公
認
、
推
薦
等
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
節

委
員
会
、
局
及
び
本
部
等

第
五
十
七
条

中
央
幹
事
会
は
、
党
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
党
本
部
に
委
員
会
、
局
、
本
部
及
び
室
等
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
機
関
に
は
、
中
央
幹
事
会
が
定
め
る
事
務
部
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
八
条

委
員
会
、
局
、
本
部
及
び
室
に
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
、
局
長
、
本
部
長
及
び
室
長
各
一
名
を
置
き
、
代
理
、
副
委
員
長
、
次
長

及
び
副
本
部
長
各
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第

五

章

規

律

機

関

等

第
一
節

中
央
規
律
委
員
会

第
五
十
九
条

党
の
規
律
を
保
持
し
、
党
風
を
振
興
す
る
た
め
、
党
本
部
に
中
央
規
律
委
員
会
を
置
く
。

２

中
央
規
律
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
党
員
の
規
律
に
関
す
る
事
項
を
管
掌
す
る
。

一

国
会
議
員

二

都
道
府
県
議
会
議
員

三

政
令
指
定
都
市
の
市
議
会
議
員

四

地
方
公
共
団
体
の
長

五

党
本
部
役
員

六

都
道
府
県
本
部
役
員
の
う
ち
都
道
府
県
代
表
、
都
道
府
県
代
表
代
行
、
都
道
府
県
副
代
表
、
都
道
府
県
幹
事
長

第
六
十
条

中
央
規
律
委
員
会
に
、
中
央
規
律
委
員
長
一
名
及
び
中
央
規
律
副
委
員
長
若
干
名
を
含
む
中
央
規
律
委
員
若
干
名
を
置
く
。

第
六
十
一
条

中
央
規
律
委
員
長
は
、
中
央
規
律
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
中
央
規
律
委
員
会
を
代
表
す
る
。

２

中
央
規
律
副
委
員
長
は
、
中
央
規
律
委
員
長
を
補
佐
す
る
。

３

中
央
規
律
委
員
は
、
党
の
規
律
に
当
た
る
。

第
六
十
二
条

中
央
規
律
委
員
会
は
、
中
央
規
律
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
得
て
成
立
す
る
。

２

議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
条
第
二
項
の
役
職
解
任
、
党
員
資
格
の
停
止
、
離
党
勧
告
及
び
除

名
は
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

３

災
害
や
事
故
等
の
理
由
に
よ
り
委
員
が
中
央
規
律
委
員
会
に
出
席
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
代
表
は
中
央
幹
事
会
に

諮
っ
て
、
代
理
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

中
央
規
律
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。
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第
二
節

中
央
会
計
監
査
委
員

第
六
十
三
条

党
の
会
計
を
監
査
す
る
た
め
、
党
本
部
に
中
央
会
計
監
査
委
員
若
干
名
を
置
く
。

２

中
央
会
計
監
査
委
員
は
、
監
査
の
結
果
を
全
国
大
会
ま
た
は
全
国
代
表
者
会
議
に
報
告
す
る
。

第

六

章

諮

問

機

関

第
一
節

顧

問

第
六
十
四
条

党
本
部
に
、
常
任
顧
問
及
び
顧
問
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

常
任
顧
問
及
び
顧
問
は
、
代
表
の
諮
問
に
応
じ
て
随
時
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条

常
任
顧
問
及
び
顧
問
は
、
代
表
が
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
委
嘱
す
る
。

第
二
節

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

第
六
十
六
条

わ
が
党
の
目
的
に
賛
同
す
る
学
識
経
験
者
を
も
っ
て
、
党
本
部
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
代
表
が
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
委
嘱
す
る
。

第
三
節

そ
の
他
の
機
関

第
六
十
八
条

中
央
幹
事
会
は
、
必
要
に
応
じ
党
本
部
に
特
別
の
諮
問
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

七

章

地

方

組

織

第
一
節

構

成

第
六
十
九
条

わ
が
党
の
地
方
組
織
は
、
方
面
協
議
会
並
び
に
都
道
府
県
本
部
、
総
支
部
及
び
支
部
と
す
る
。

２

衆
議
院
の
比
例
代
表
区
（
以
下
「
方
面
」
と
い
う
。
）
に
準
じ
た
地
域
ご
と
に
方
面
協
議
会
を
置
く
。

３

都
道
府
県
ご
と
に
、
都
道
府
県
本
部
を
置
く
。

４

都
道
府
県
本
部
は
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
得
て
総
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
本
部
は
支
部
、
及
び
必
要
に
応
じ
選
挙
区
連
合
会
、
市
連
合
会
、
総
支
部
連
合
会
、
支
部
連
合
会
、
地
区
連
合
会
等

の
組
織
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

中
央
幹
事
会
は
、
政
治
活
動
に
資
す
る
た
め
、
国
政
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
及
び
比
例
代
表
区
に
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

７

中
央
幹
事
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
海
外
支
部
、
そ
の
他
の
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

８

中
央
幹
事
会
は
、
前
二
項
に
よ
り
設
置
し
た
支
部
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

都
道
府
県
本
部
並
び
に
総
支
部
及
び
支
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
細
則
、
第
六
項
で
設
置
す
る
支
部
の
役
員
選
任
に
関
す

る
細
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
。

第
二
節

方

面

協

議

会

第
七
十
条

方
面
協
議
会
は
、
党
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、
方
面
に
お
け
る
党
活
動
に
つ
い
て
連
絡
及
び
協
議
を
行
う
。

２

方
面
協
議
会
は
、
方
面
の
都
道
府
県
本
部
に
所
属
す
る
国
会
議
員
、
都
道
府
県
代
表
、
都
道
府
県
幹
事
長
及
び
議
長
が
指
名
す

る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
七
十
一
条

方
面
協
議
会
に
、
議
長
及
び
副
議
長
を
置
く
。
必
要
に
応
じ
代
理
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

議
長
及
び
副
議
長
並
び
に
代
理
は
、
代
表
が
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
任
命
す
る
。

３

方
面
協
議
会
に
、
事
務
局
を
置
く
。

第
三
節

都

道

府

県

本

部

第
七
十
二
条

都
道
府
県
本
部
は
、
次
の
任
務
を
行
う
。

一

全
国
大
会
及
び
全
国
代
表
者
会
議
並
び
に
党
本
部
機
関
の
決
定
を
総
支
部
及
び
支
部
に
徹
底
し
、
こ
れ
を
実
践
す
る
。

二

総
支
部
及
び
支
部
を
統
括
し
、
指
導
し
、
組
織
の
拡
充
強
化
を
図
る
こ
と
。

三

政
策
及
び
具
体
的
活
動
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
。

四

地
方
議
会
活
動
を
指
導
し
、
推
進
す
る
こ
と
。

第
七
十
三
条

都
道
府
県
本
部
に
、
役
員
と
し
て
、
都
道
府
県
代
表
一
名
、
都
道
府
県
副
代
表
若
干
名
及
び
都
道
府
県
幹
事
長
一
名
を
含
む
都

道
府
県
幹
事
若
干
名
、
都
道
府
県
規
律
委
員
長
一
名
を
含
む
都
道
府
県
規
律
委
員
若
干
名
並
び
に
都
道
府
県
会
計
監
査
委
員
若
干
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名
を
置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
本
部
に
、
役
員
と
し
て
、
都
道
府
県
代
表
代
行
、
都
道
府
県
幹
事
長
代
行
、
都
道

府
県
幹
事
長
代
理
及
び
都
道
府
県
副
幹
事
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
本
部
に
、
委
員
会
、
局
及
び
本
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４

委
員
会
、
局
及
び
本
部
に
、
委
員
長
、
局
長
及
び
本
部
長
各
一
名
を
置
き
、
副
委
員
長
、
次
長
及
び
副
本
部
長
若
干
名
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

都
道
府
県
本
部
の
議
決
機
関
は
、
都
道
府
県
本
部
大
会
及
び
都
道
府
県
代
表
者
会
議
と
す
る
。

第
七
十
五
条

都
道
府
県
本
部
大
会
は
、
代
議
員
及
び
都
道
府
県
本
部
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２

都
道
府
県
本
部
大
会
は
、
通
例
と
し
て
二
年
に
一
回
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
都
道
府
県
代
表
が
招
集
す
る
。

３

都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
必
要
に
応
じ
臨
時
の
都
道
府
県
本
部
大
会
の
招
集
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
本
部
は
、
都
道
府
県
本
部
大
会
で
、
代
表
一
名
を
選
出
し
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

選
出
さ
れ
た
都
道
府
県
本
部
の
代
表
は
、
副
代
表
若
干
名
及
び
都
道
府
県
幹
事
長
一
名
を
含
む
都
道
府
県
幹
事
若
干
名
、
都
道

府
県
規
律
委
員
長
一
名
を
含
む
都
道
府
県
規
律
委
員
若
干
名
並
び
に
都
道
府
県
会
計
監
査
委
員
若
干
名
を
指
名
し
、
都
道
府
県
本

部
大
会
で
出
席
代
議
員
等
の
過
半
数
の
信
任
を
得
た
上
で
、
中
央
幹
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
本
部
大
会
の
成
立
、
議
決
そ
の
他
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
全
国
大
会
に
準
ず
る
。

第
七
十
六
条

都
道
府
県
代
表
者
会
議
は
、
都
道
府
県
本
部
大
会
か
ら
次
の
都
道
府
県
本
部
大
会
ま
で
の
議
決
機
関
で
あ
り
、
都
道
府
県
本
部

大
会
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
付
議
事
項
に
つ
い
て
議
決
し
、
ま
た
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
代
表
者
会
議
は
、
総
支
部
の
代
表
及
び
支
部
の
代
表
並
び
に
都
道
府
県
本
部
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

３

都
道
府
県
代
表
者
会
議
は
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
都
道
府
県
代
表
が
招
集
す
る
。

４

都
道
府
県
代
表
者
会
議
の
成
立
、
議
決
そ
の
他
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
全
国
代
表
者
会
議
に
準
ず
る
。

第
七
十
七
条

都
道
府
県
本
部
の
執
行
機
関
は
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
と
し
、
都
道
府
県
本
部
大
会
及
び
都
道
府
県
代
表
者
会
議
に
対
し
て

責
任
を
負
う
。

２

都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
都
道
府
県
代
表
、
都
道
府
県
副
代
表
、
都
道
府
県
幹
事
長
そ
の
他
の
都
道
府
県
幹
事
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

３

都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
都
道
府
県
代
表
が
招
集
す
る
。

４

都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
都
道
府
県
規
律
委
員
長
、
都
道
府
県
会
計
監
査
委
員
及
び
各
部
門
の
長
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
所

管
事
項
に
つ
い
て
報
告
ま
た
は
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

委
員
長
、
局
長
及
び
本
部
長
並
び
に
副
委
員
長
、
次
長
及
び
副
本
部
長
は
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
都
道
府
県

代
表
が
任
命
す
る
。

第
七
十
八
条

都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
本
部
大
会
及
び
都
道
府
県
代
表
者
会
議
の
議
決
を
経
な

い
で
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
決
定
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
、
執
行
し
た
と
き
は
、
次
の
都
道
府
県
本
部
大
会
若
し
く
は
都
道
府
県
代
表
者
会
議
に
お
い
て
、

そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
九
条

都
道
府
県
代
表
は
、
都
道
府
県
本
部
の
党
務
を
総
括
す
る
。

２

都
道
府
県
副
代
表
は
、
都
道
府
県
代
表
を
補
佐
し
、
都
道
府
県
代
表
に
事
故
が
あ
っ
た
と
き
は
都
道
府
県
代
表
の
職
務
を
代
行

す
る
。

第
八
十
条

都
道
府
県
本
部
に
、
都
道
府
県
規
律
委
員
会
を
置
く
。

２

都
道
府
県
規
律
委
員
会
は
、
中
央
規
律
委
員
会
が
管
掌
す
る
以
外
の
党
員
に
関
す
る
規
律
事
項
を
管
掌
す
る
。

第
八
十
一
条

都
道
府
県
本
部
に
、
都
道
府
県
会
計
監
査
委
員
若
干
名
を
置
く
。

２

都
道
府
県
会
計
監
査
委
員
は
、
都
道
府
県
本
部
の
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県
本
部
大
会
ま
た
は
都
道
府
県
代
表

者
会
議
に
報
告
す
る
。

第
八
十
二
条

都
道
府
県
本
部
に
、
諮
問
機
関
と
し
て
、
顧
問
及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

顧
問
及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
都
道
府
県
代
表
が
委
嘱
す
る
。

第
四
節

総

支

部

第
八
十
三
条

総
支
部
に
、
総
支
部
長
一
名
を
置
き
、
副
総
支
部
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
に
応
じ
幹
事
長
を
置
く
こ
と
が
で
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き
る
。

第
八
十
四
条

総
支
部
の
議
決
機
関
は
、
総
支
部
大
会
と
す
る
。

２

総
支
部
大
会
は
、
必
要
に
応
じ
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
五
条

総
支
部
の
執
行
機
関
は
、
総
支
部
役
員
会
と
し
、
総
支
部
大
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

２

総
支
部
役
員
会
は
、
総
支
部
長
、
副
総
支
部
長
及
び
各
部
長
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
幹
事
長
を
置
く
場
合
は
構
成
に
加
え
る
。

第
八
十
六
条

総
支
部
長
は
、
そ
の
所
轄
地
域
の
党
活
動
を
指
導
し
、
推
進
す
る
。

２

副
総
支
部
長
は
、
総
支
部
長
を
補
佐
し
、
総
支
部
長
に
事
故
が
あ
っ
た
と
き
は
総
支
部
長
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
八
十
七
条

総
支
部
の
会
計
を
監
査
す
る
た
め
、
総
支
部
会
計
監
査
委
員
若
干
名
を
置
く
。

第
八
十
八
条

総
支
部
に
、
諮
問
機
関
と
し
て
、
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

顧
問
は
、
総
支
部
役
員
会
の
議
を
経
て
、
総
支
部
長
が
委
嘱
す
る
。

第
五
節

支

部

第
八
十
九
条

支
部
に
、
支
部
長
一
名
を
置
き
、
副
支
部
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
条

支
部
の
議
決
機
関
は
、
支
部
大
会
と
す
る
。

２

支
部
大
会
は
、
必
要
に
応
じ
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
一
条

支
部
の
執
行
機
関
は
、
支
部
役
員
会
と
し
、
支
部
大
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

２

支
部
役
員
会
は
、
支
部
長
、
副
支
部
長
及
び
各
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
九
十
二
条

支
部
長
は
、
そ
の
所
轄
地
域
の
党
活
動
を
指
導
し
、
推
進
す
る
。

２

副
支
部
長
は
、
支
部
長
を
補
佐
し
、
支
部
長
に
事
故
が
あ
っ
た
と
き
は
支
部
長
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
九
十
三
条

支
部
に
、
諮
問
機
関
と
し
て
、
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

顧
問
は
、
支
部
役
員
会
の
議
を
経
て
、
支
部
長
が
委
嘱
す
る
。

第

八

章

議

員

団

第
一
節

衆

議

院

議

員

第
九
十
四
条

党
所
属
の
衆
議
院
議
員
を
も
っ
て
衆
議
院
議
員
団
を
組
織
し
、
衆
議
院
議
員
団
に
会
長
一
名
、
会
長
代
理
一
名
及
び
副
会
長
若

干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
各
役
員
は
、
衆
議
院
議
員
団
で
互
選
す
る
。

第
二
節

参

議

院

議

員

第
九
十
五
条

党
所
属
の
参
議
院
議
員
を
も
っ
て
参
議
院
議
員
団
を
組
織
し
、
参
議
院
議
員
団
に
会
長
一
名
、
会
長
代
理
一
名
、
副
会
長
若
干

名
、
参
議
院
幹
事
長
一
名
、
参
議
院
副
幹
事
長
若
干
名
、
参
議
院
政
策
審
議
会
長
一
名
、
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
一
名
及
び
そ

の
他
の
必
要
な
役
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
各
役
員
は
、
参
議
院
議
員
団
で
互
選
す
る
。

第
三
節

地

方

議

員

第
九
十
六
条

地
方
議
員
の
議
会
活
動
・
日
常
活
動
の
活
発
、
か
つ
、
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
た
め
、
全
国
地
方
議
員
団
会
議
を
置
く
。

２

全
国
地
方
議
員
団
会
議
に
、
議
長
一
名
、
副
議
長
及
び
幹
事
若
干
名
を
置
く
。

３

議
長
及
び
副
議
長
は
、
代
表
が
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
任
命
す
る
。

４

全
国
地
方
議
員
団
会
議
に
、
事
務
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
七
条

党
所
属
の
地
方
議
会
議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
す
る
議
会
で
議
員
団
を
組
織
し
、
各
議
員
団
に
団
長
ま
た
は
幹
事
長
一
名
を

置
き
、
副
団
長
ま
た
は
副
幹
事
長
若
干
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

党
所
属
の
地
方
議
会
議
員
が
多
数
の
議
会
で
は
、
団
長
及
び
幹
事
長
一
名
を
置
き
、
副
団
長
及
び
副
幹
事
長
若
干
名
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

３

団
長
及
び
幹
事
長
並
び
に
副
団
長
及
び
副
幹
事
長
は
、
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
都
道
府
県
代
表
が
任
命
す
る
。

第

九

章

役
員
の
任
期

第
九
十
八
条

党
本
部
役
員
並
び
に
都
道
府
県
本
部
役
員
、
総
支
部
役
員
及
び
支
部
役
員
（
以
下
「
役
員
」
と
い
う
。
）
の
任
期
は
、
す
べ
て
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二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
選
挙
等
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
全
国
大
会
又
は
都
道
府
県
本
部
大
会
、
総
支

部
大
会
若
し
く
は
支
部
大
会
が
繰
り
上
げ
又
は
延
期
さ
れ
た
と
き
は
、
役
員
の
任
期
は
、
次
期
役
員
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
期

間
と
す
る
。

２

役
員
の
任
期
途
中
に
お
け
る
人
事
に
つ
い
て
は
、
次
期
改
選
時
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３

役
員
が
そ
の
職
務
を
行
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
選
任
と
同
様
の
手
続
き
に
よ
り
、
任
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

第

十

章

表
彰
及
び
規
律
処
分

第
九
十
九
条

代
表
は
、
党
活
動
に
功
績
の
あ
っ
た
党
員
に
対
し
、
都
道
府
県
代
表
の
具
申
に
基
づ
き
、
中
央
幹
事
会
に
諮
っ
て
、
表
彰
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第

百

条

中
央
規
律
委
員
会
ま
た
は
都
道
府
県
規
律
委
員
会
は
、
党
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
規
律
処
分
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

党
綱
領
ま
た
は
規
約
に
背
く
行
為
を
し
た
と
き
。

二

党
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
行
為
を
し
た
と
き
。

三

党
の
団
結
を
み
だ
す
行
為
を
し
た
と
き
。

四

党
議
ま
た
は
党
の
最
高
執
行
機
関
の
決
定
に
背
く
行
為
を
し
た
と
き
。

２

規
律
処
分
は
、
戒
告
、
役
職
解
任
、
党
員
資
格
の
停
止
、
離
党
勧
告
及
び
除
名
と
す
る
。

第
百
一
条

中
央
規
律
委
員
会
ま
た
は
都
道
府
県
規
律
委
員
会
の
処
分
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
中
央
幹
事
会
ま
た
は
都
道
府
県
本
部
幹
事
会

に
対
し
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
審
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

中
央
幹
事
会
ま
た
は
都
道
府
県
本
部
幹
事
会
は
、
前
項
の
請
求
が
あ
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
中
央
規
律
委
員
会
ま
た
は

都
道
府
県
規
律
委
員
会
に
対
し
、
審
査
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

十
一

章

財
政
及
び
会
計

第
百
二
条

党
財
政
は
、
党
費
、
寄
附
金
及
び
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
収
入
、
政
党
交
付
金
等
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
。

第
百
三
条

党
費
は
、
党
本
部
に
納
め
る
。

２

党
費
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
百
四
条

寄
附
金
そ
の
他
の
受
領
に
関
す
る
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第
百
五
条

わ
が
党
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
一
月
一
日
よ
り
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
十
二
章

綱
領
、
規
約
の
改
正

第
百
六
条

党
の
綱
領
及
び
規
約
の
改
正
は
、
全
国
大
会
の
出
席
代
議
員
等
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

２

規
約
の
改
正
は
、
前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
全
国
代
表
者
会
議
の
出
席
全
国
代
表
者
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
を
も
っ
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
章

雑

則

第
百
七
条

細
則
及
び
こ
の
規
約
に
定
め
る
事
項
以
外
の
事
項
は
、
中
央
幹
事
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

沿
革

（
平
成
六
年
十
二
月
五
日
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
年
一
月
十
八
日
一
部
改
正
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
年
十
月
二
十
四
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
二
年
十
一
月
四
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
四
年
十
一
月
二
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
二
十
一
年
九
月
八
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）
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（
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）

（
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
二
日
一
部
改
正
決
定
、
同
日
施
行
）


